
Title 商法判決批評
Sub Title
Author

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1918

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.12, No.12 (1918. 12) ,p.1756(122)- 1768(134) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 雑録
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19181201-

0122

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


第十ニ

»

C
1

七五六

)

雜錄捆法约鴻批評

商
法
判
例
批
評西

本

辰

之

助

I
煢
業
妨
害
禁
止
契
約
の
效
カ 

他
人
の
^
業
を
妨
害
す
る
行
爲
は
營
業
自
由
の
原 

則
に
適
す
る
行
爲
に
非
ざ
る
限
り
何
人
と
雖
も
常 

に
之
を
避
止
す
べ
き
は
當
然
の
事
に
し
て
營
業
の 

II
I
渡
人
か
讓
受
人
に
對
し
同一

の
煢
業
及
び
其
他 

の
妨
害
行
爲
を
爲
さ
ぐ
る
特
約
を
爲
し
た
る
場
合 

に
於
て
も
法
禅
上
常
に
同
營
業
に
付
き
如
上
の 

制
限
あ
る
に
止
ま
6
其
他
の
妨
害
行
爲
に
付
て
は 

之
が
禁
止
の
地
诚
苦
，、
は
期
問
を
制
限
す
る
炔
則 

?

る
こ 

I

 丨
Q
S

K L
S S
T
D

此
刘
決
は
鹅
く
べ
き
獨
斷
的
の
斷
定
を
含
む
も
の
に 

し
て
吾
<
の
赞
問
す
る
を
得
ざ
る
所
な
^
左
に
苏
现
山 

を
述
ふ
べ
し
。

供
十
二
雄 

一z l
lr

第
一剑

決
の
主
旨
に
ょ
れ
ば『

他
人
の
營
槳
を
妨
害
す
る 

行
爲
は
煢
業
自
由
の
原
則
に
適
す
る
行
爲
に
非
ざ
る
限 

6
何
人
^J

雖
も
常
に
之
を
避
止
す
ベ
き
は
常
然
の
第
な 

、
り』

ビ
す
玆
に
^
業
を
妨
害
す
る
行
爲
ど
は
積
極
的
に 

他
人
の
營
業
行
爲
を
拘
束
す
る
行
爲(

例
へ
ば
店
鋪
に 

投
石
し
之
に
侵
入
し
或
は
主
人
又
は
使
用
人
を
强
迫
し 

て
營
業
を
爲
す
を
得
ざ
ら
し
む
る
行
爲
の
如
し)

の
み 

な
ら
す
他
人
の
營
業
行
爲
の
效
果
を
现
弱
な
ら
し
ひ
る 

行
爲(

殊
に
他
人
の
得
意
を
奪
ふ
行
爲)

を
も
含
む
も
の 

な
る
こ
と
は
剑
決
の
主
旨
ょ
-
^
見
て
明
瞭
な
6
營
業
の 

妨
害
な
る
語
は
右一

ー
柯
の
場
合
を
合
む
も
の
と
し
て
他 

人
の
祭
業
シ
妨
害
す
る
行
爲
は
何
人
も
之
を
避
|1
:
す
べ 

き
を
原
則
と
し
n
s
:

業
自
由
の
原
則
に
適
す
る
行
爲
$: 

以
て
他
人
の
營
策
V
.妨
害
す
る
は
例
外
と
し
て
差
支
な 

し
と
い
ふ
は
架
し
て
疋
當
な
b
や
大
密
院
の
判
決
に
よ 

れ
ば
他
人
の
營
業
を
妨
害
し
得
る
は
自
ら
營
業
自
由
の

M
則
に
從
ひ
て
營
業
を
爲
す
場
合
に
限
ら
る
果
し
て
然 

ら
ば
米
屋
の
近
瞵
に
於
て
慈
善
的
に
米
の
廉
喪
を
爲
す 

は

(

此
場
合
は
營
業
に
非
ざo

こ
ご
勿
諭
な.o

)

之
れ 

を
避
止
す
べ
き
か
一
煢
業
者
の
使
用
人
が
使
用
人
S
し 

て
他
の
營
業
者
の
得
葸
に
對
し
て
勸
誘
を
爲
す
は
之
を 

避
止
す
べ
き
か
妻
•か
旣
存
の
營
業
济
の
妨
害V
J

な

る

ベ|  

き
#
業
を
開
始
す
る
に
付
き
之
に
同
意
を
與
ふ
る
場
合

\ 

は
如
何
自
ら
煢
業
を
爲
す
に
よ
り
て
他
人
の
營
業
を
妨I  

害
す
る
は
差
支
な
き
も
或
は
慈
善
的
行
爲
に
よ
6
或

は

j  

第
三
者
の
營
業
を
補
助
す
る
に
よ
b
て
他
人
の
锊
業
を
一 

妨
害
す
る
は
之
を
避
止
す
べ
き
こ
S
當
然
な
り
S
は
吾 

人
の
#
肯
す
る
^
得
ざ
る
所
な
6
由
來
大
密
院
は
餘
に
~ 

無
雜
作
に
且
つ
獨
斷
的
に
法
律
上
の
原
則
を
樹
立
す
る 

の
嫌
な
き
に
ぁ
ら
ず 

此
即
題
に
關
す
る
吾
人
の
所
信
は
左
の
如
し 

營
業
のC

I

由
は
本
來
私
權
と
し
て
は
獨
立
の
權
利
に 

あ
ら
す
即
ち
私
權
の
分
類
中
に
於
け
る
一
項
目
を
占
む 

第
十
一
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七
五
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雜
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0

8

W

P

べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
多
數
の
獨
立
の
權
利
に
よ
6
て
擁 

護
せ
ら
る
ベ
き
法
律
狀
態
な
5
此
點
に
於
て
吾
人
に
散 

步
の
權
利
食
事
の
權
利
啐
吸
の
權
利
觀
劇
の
權
利
と
稱 

す
べ
き
權
利
な
き
と
異
る
所
な
し
民
法
第
七
一
白
十
條
に 

『

他
人
ノ
身
體
、
自
由
乂
、ノ
名
#

ヲ
害
シ
タ
ル
場
合
ト
財 

產
權
ヲ
害
シ
タ
ル
場
合
ト
ヲ
問
、ノ
ス
云
々』

ビ
规
定
し 

た
る
も
此
場
合
に
於
け
る
自
由
は
意
恐
及
び
意
思
糙
動 

の
诌
由
即
ち
思
想
及
び
行
爲
の
自
由
を
指
す
も
の
に
し 

て
決
し
て
無
制
限
に
解
す
ベ
き
も
の
に
あ
ら
ず
右
の
如 

く
營
業
の
自
由
は
獨
立
の
權
利
に
あ
ら
す
S
す
れ
ば
如 

何
な
る
權
利
に
よ
り
て
擁
護
せ
ら
る
、
やV

J

云
ふ
に 

一
、
身
體
權
他
人
の
營
業
を
妨
害
せ
ん
か
爲
め
他 

人
の
身
體
を
傷
害
し
た
る
と
き
は
營
業
妨
害
に
よ 

り
て
不
法
行
爲
S
な
る
に
非
ず
し
て
身
體
權
の
侵 

害
に
よ
b
て
不
法
行
爲
と
な
る
も
の
な
b 

ニ
、
自

rh
權
他
人
を
强
边
し
或
は
之
を
扣
禁
し
或 

は
道
路
に
擁
し
て
營
業
を
爲
す
を
得
ざ
ら
し
む
る

笫

十

二

雔
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第
十
一1

卷

!

七
：
A

八)

ゾ

離

.

錄

商

法
'̂
^
_

ノ
ー

，
ビ4

は
自
11
|

權

の

侵

窖.{
0

ょ
6

て
不
法
行
爲
と
な

.

.

.

.
る
..ベ
し
 

.

三
、
名
#

權
‘
他
人
を
M

激
し
其
商
品
或
は
營
業
振 

辕
に
®
し
T-
^
a

を
放
ち
，以X

其
，營
業
を
害
し
た 

る.
場
合
は
名
泰
酈
賴
と
しH

不
法
拆
爲
在
な
か
べ
一

四
、
财
產
權_ 

-

財
俺
權
ば
之
を
，

|

般
W

逄
榧
と
營
零

の
妨
寄
を
爲̂

し
め
ざ
る
偾
權
<
に
區
別
せ
ざ
る

i
"
.

ら

ず

':
■

.

.

.
 

|

n

,

一 
般
财
產
梢
を
俊
寄
す
る
®

合
ヾ
し
は
例
へ
ば
^

. 

A

の
營
業
所
に
侵
入
し
て
狼
籍
を
働
き
或
は
特
許 

#
其

他

の

無

形0

0

«

を
侵
害
し
或
ゆ^

品
を
#

ち
去
る
が
如
し
是
報
の
場
合
に
は
家
屋
の
所
存#| 

或
は
貨
借
橄
商
恥
什
器
等
の
所
有
權
其
他
特
許
權
. 

實
乃
#
案
«

摘
德«
«-
號
樅
等.
の
俊
害
；に
ょ
る
不. 

法
行
爲
成
立.
す
:£
雖

も

特
.(
:

營
業
&.

£,

の
.̂ 

法
行
爲
な
る
ん
の
成
立
せ
ざ
る
な
办
：■

.
■m
十 
n

M

r

I
 
四

•

乙
、
他
^

に
對
し
加#

^

會
妨«

せ
ざ
必
侦
務
‘を
負 

.

ひ
た
る
漭
が
其̂

^ '
^-
^ ;.
«
し
て
他
^

吵
營
業
を 

•
妨
寄
す
る
行
爲
を
爲
す̂

^
は
®.

務
不
M

行
ビ
し 

て
の
實
に
枉
ず
べ
き
な
^
此
場
合
に
偾
務
者
ド
如 

侗
零
る
範
圆
に
於
て.
妨.
害
枒
爲
を
爲
す
を.
得
ざ
る
：
 

か
は
^
猶
務
の：

內
容
に
よ
&

て
泡
ま
る
も
の
に
：し 

て
必
ず
し
も
前
に
擧
げ
た
る
權
利’.の
，侵
*

を
#

ふ 

■
を
要
せ
ず
換
言
す
れ
ば
’本
來
何
等
の
獨
立
の
權
利 

，
侵

害

に

，
あ
、ら

ぎ

る

即

ち

不

法

行

爲

に

*'
ら

ざ
る
^
', 

業
妨
寄
行
爲
も
亦#

殊
の
偾
權
關
係
に
ょ1

6

で
0 

止
せ
ら
.る 
>
播
合
あ
ト
而
し
て
斯
の.
如
き
微
«
關 

係
の
發

迚

は.
：

\

 

:

.

.<
、..
法
#

の
庶
楼
规
定
：に»

づ
ぐ
場
合
あ
り
商
法
：
 

第
：

II:

十14

條
第
H
十i  
.

〗

條

戀 
一I

十
八
條
第
六
十
條 

.

第
百
七
十
五
條
の
如
き®

な
b
是
等
の
場
合
.に
は 

r

r
洛
K
和
劈
の
#

約.
^
爲
さ
■ず
ビ
も
法
律
：のa
' 

:へ.是
杧

ょ
^.
裙
當
然)

|:
定
« .
類
：の.
：妨
«

行

爲
,;
'
;
靈

爭

.

行
®
}

を
爲
す
を
得
多
る
、偾•
務
を
發.
生

す
_

B
へ
常
事
潘
の
特
約
に
よ6

て
營
業
の
妨.
w
t r
潙 

を
爲
3 

る̂
偾
務
を
發
生
せ
し
む
る
場
，合
あ6
有 

法
絍r

1

十n

條
第
一
一
項
及
び
本
判
決
の
®
を
の
如 

&
是
な
6
 
..

五

ゾ
0
0
0
た
る
他
八
の
權
利
を
®
害
せ
す
第
三
者 

の
權
利
を
侵
害
ず
る
に
よ4

て
螫
樂
を
妨
害
す
る 

場
合
ぁ
6

'#
業

者

た

る

他

人

の

得

意

に

對

し

で

攀
 

行

强

迫

，
を

加

:

へ

取

て

營

業

潘

と

の

取

引

を

妨

害

す
 

芯.
が
如
さ
是
在
b:
此
場
合
に
は
®
*
者
祀
對
し
て 

.

は
不
法
行
爲
成
立
：ぜ
ず
營
業
潘
が
；妨
害
截
妃
對
し 

て
自
己
の
得
意.
に
暴
行
强
迫
を
加
へ
ざ
る
べ
き
.
こ

j

-

S

を
請.
漱
す
る
：の«

利
な-
ぐ
反
て
#
意
よ6
妨

害

\

潘

に

對

し

て

、
不
法

.
行

爲

化

»

づ

く

請

求

を

爲

す

を

得
べ
く
營
業
对
は
唯
之
に
よ
り
て
側
接
に
保
譴
せ 

.
らる

./

*1
0:
み
4 '
ク
。
.

右
に
聚
'̂ -

た
る
中
に.
て
，身
體
權(

一)

自
由
權(

.
ニ
，

)

名 

筇
十」

:®,

c
f
法‘
九
；

>  

'-
雜

.錄澈法判例批評

#

權(

三
‘)
I

般
财
淹
權.(

四
のB

-)
及
び
第
三
渚
の
權
利 

(

五-)

.

を
@
«
し
た
る
場
公
に
は
營
業
妨
窖
な
る
辦
實
を 

度
外«

ず'
る
も.
尙
：不
法
行
爲
.

が
：成
立
ず
る
も
の
な
b

即 

ち
斯
の
如
ぎ
行
爲
は
何
人
^

雖
も
常.
に
之
を
避11
:
す
べ 
|

 

S

は

當

然

な

も̂

は
營
業
を
妨
害
す
る
行
爲
r_

 

し
て
禁
钕
ら
れ
た
る
に
非
ず
し
て
前
記
の
如
き
»
立
權 

\ 

’

利
の.
侵
害W

な
る
が.
爲
み
な
り
從
ヤ
判
決
.̂

所
謂
4

營
：. 

業
自3

.の
： .

原
則.
に
適
す
る
行
爲

1

な
る

ビ
杏
ミ
は
此
場 

合̂

何
等
§

關
係
を
有
す_る.
も
の.
に
ぁ
.ら
ず 

右
に
反
し
て
不
法
行
爲
を
■

成
せ
ざ
る
場
#
に
ば
何 

人
ビ
雖
も
他
人
の
營
業
を
害
す
る
を
妨
け
ざ
る
を
脓
則 

ミ
し
例
外
と
し
て
'

他
人
ビ.
の
腹
に
#

殊
の
偾
權
關
係
の 

存
ず-
る
場
合
に
：は
其
他
人
;0

營
業
：を
妨
窖
す
る
を
得
ざ

. 

る
な
り
即
ち.特
殊
の
偾
權㈣
^

の
存
せ
ざ
る
以
±
或
は 

自
ら
營
業
を
爲
す
ね
ょ
ヶ
或
は
第
三
漭
の
使
州
人
又
.は 

，代
现
商
ビ
なb

或
は
第 
一一
„

.s
-,
u

資
金
を
贷
與
し
或
は
自 

ら
非
營
利
的
行
爲
を
爲
す
疼
ょ
ク

て
他
人
の
營
業
に
嘆

.

.
‘ 

,

m.
t ^
.

】

號

r-
*
こ
^



猫
十
二
箱(

一
七.
六
〇)

_
:
雜

錄

‘ 

i
列
例
，批
評

接
間
接
不
利
益
を
生
せ
し
む
る
は
何
等
避
止
す
ベ
き
»
 

孭
に
あ
ら
ざ
る
な
6
而
し
、で
此
ゆ
八
ロ
に
於
て
も
亦
其
行 

爲
が
營
業
自
曲
.の
原
則
に
適
す
る
行
爲
な
る
と
否
ビ
は 

何
等
卯
ふ
所
杞
あ
ら
ず
大
審
院
の
判
決
の
如
く
む
ば
他 

の
«?
業
潘
の
隣
家
に
於
、て
同
一
焭
業
を
開
設
す
る
は
營 

業
自
m

の
原
則
に
適
す
る
が
故
不
可
な
し
ど
し
て
其
店 

0 
K
使
用
人
S
し
て
從
事
す
る
^

は
自
ら
營
業
を
爲ro

 

い
る
が
故
焭
槳
の
自
甶
を
主
張
す
べ
き
に
あ
ら
ず
故
に 

斯
の
如
き
店
鋪
に
使
川
せ
ら
る
、
こ
ビ
は
之
を
避
止
せ 

ざ
る
可
ら
す
又
旣
述
の
如
く
慈
善
的
に
米
の
廉
貨
を
爲 

す
は
煢
柒
に
办
ら
す
從
て
其
行
爲
ば
營
業
劻
曲
の
原
則 

に
適
す
る
行
爲
に
非
ず
故
に
米
屋
の
近
隣
に
て
米
の
廉 

W
を
爲
す
は
之
を
避
止
せ
ざ
る
可
ら
中
夫
が
妻
の
營
業
i 

に
許
可
を
與
ふ
る
は
營
業
に
あ
ら
中
然
ら
ば
妻
が
他
人 

ビ
®-
c

^
の
營
業
V
開
^
せ
ん
ビ
ず
る
場
合
に
夫
か
之 

に
許
可
を
與
ふ
る
は
避
止
せ
ざ
る
可
ら
す
と
^
ふ
が
如 

き
結
論
に

達
す
ベ

き

に

あ

ら

^

や

恰

も

各

人

は

散

步

の

;  

0

t

0

.
、

ニ H

ハ

自
由
を
对
す
故
に
人
は
揿
沙
に
當
b

行
々
聲_

を
行
.ふ

る
ミ
を.
間
は.
ず
苟
く
も
戬
涉
自
曲
の
威
則
に
適
す
る
行
：
 

爲
に
非
ざ
る
限b.
宜
し
く
途
を
避
け
て
之
を
妨
ぐ
べ
か
一 

\

ら
す
S
云
ふ
が
如
く
所
謂
營
菜
自
山
の
炖
則
の
疋
常
な 

る
解
釋
に
非
ざ
る
な
り
是
れ
罟
人
が
本
刿
決
に
赞
間
す 

る
能
は
ざ
る
所
以
のi

な
>

第
一1

、判
決
の
主
旨
に.

ょ

れ

ば『

營
業
の
讓
渡
人
が
雛
受
人 

R

對
し
同

r

の
營
業
及
び
其
他
の
妨
银
バ
爲
を
爲
さ>

 

る
特
約
を
爲
し
た
る
場
合
に
於
て
も
法
徘
上
堪
に
同
ー 

の
營
業
に
付
き
如
上
の
制
限(

| 3

府
縣
旦
つ
，三
十
尔
を 

\
赳
ゆ
る
を
得
ざ
る)

ぁ

な

に
-|
1:

'

ま
り
3 1

:

他
‘
の
妨
«
れ
爲 

に
付
て
は
之
が
禁
止
の
地
城
潴
く
は
期
間
を
制
限
す
る 

法
則

#

す
る
こ
ビ
な
し』

ど
な
す
即
ち
判
決
の
中
：
3
|--.
|
は 

■>
營
業
の
雛
渡
人
が
無
制
服
に
同一

の
營
業
を
爲
さ 

V.

る
#

約
を
爲
し
た
る
と

.

き
は
其
特
約
は
商
^

ff
i

一
 ；

十
二
條
第
二
與
に
ょ
り
同
府
縣
且
つ
三
十
^
に
短
縮 

せ
ら
る

ニ
、
營
業
の
魏
渡
人
が
其
他
の
方
法
に
ょ
6
無
制
限
に 

。

(

1|.
¥
、場
所
及
び
^
物
に
付
き)

讓
受
人
の
營
業
V
,妨 

«

せ
ざ
る
粉
約
を
爲
し
た
る
場
合
は
商.
法
第
一
一
十
.
ニ

 

\ 

條
第
ニ
«

の
如
き
規
足
存
せ
ざ
る
が.
故

巩

特

約

は

、
同 

府
縣
且
つ
三
十
年
に(

或
は
典
他
の
方
法
に
て)

制
服 

せ
ら
る
、
こv

j

な
く
特
約
通
b
無
制
限
に
妨
®
行

爲\ 

を
避
止
せ
ざ
る
可
ら

r

\ 

と
云
ふ
に
在
6

右
の
斷
足
の
ー
、
に
付
き
て
は
3 1
:

疋

常|  

な
る
こ
と
明
か
な
る
も
ニ
、
に
付
き
て
は
多
大
の.
疑

な

|  

き
能
は
ず 

\ 

•吾
人
は『

同
一
營
業
を
爲
ず
行
爲
，

』

以
外
に
於
て
營
菜

.\ 

t

妨
害
女
爲
す
行
爲
は
之
を
三
秫
に
大
別
す
る
を
#
ベ 

し
不
法
行
爲
を
構
成
す
る
場
合
讓
渡
し
た
る
と
間
一
な 

ら
ざ.
6
營
業
れ
爲
を
爲
す
場.
ハ
"
双

び

其

他

の

行

爲

を

爲 

す
揚
合
是
カ"

.̂
.
.
.
.

第

十

二

卷

2

七

六一)

雜

錄

，

商

法

列

例

批

評

.
不
法
行
爲
(C
よ
b
て
他
人
の
營
業
ど
妨
崔
す
.る
こ 

と
は
特
約
の
有
無
を
問
は
ず
常
に
禁
ぜ
ら
る
、
所
な
り 

'從
て
此
場
む
に
は
何
等
制
眼
の
布
せ
ざ
る
こ
ビ
も
亦
玆 

を
俟
た
ず
。

ニ
、
讓
波
し
た
る
•©•
菜
と
时
一
な
ら
ざ
る
營
粢
を
爲
す 

に
よ

6

て
譲
受
A

の
營
業
を
妨
®

す
る
場
仲

S

は
主
と 

し
て
間
屋
仲
立
及
び
：代
瑰
商
な
b

例
へ
ば
自
己
'の
名
自 

己
の

S

 

£

て
染
料
の
寶

f

爲
1

‘の
は
染
料
の
，
 

W

買
商
に
し
て
自
己
の
名
他
人
の
計
筧
に
於
て
染
料
の

‘ 

資
質
を
爲
す
漭
は
染
料
の
即
屋
商
な
り
前
潘
は
染
料
の 

賣
M

を
業
ビ
す
る
に
よ
り
て
^
人
ビ
货
り
後
者
は
染
斯 

の
寅

«

に
付
き
他
人.

の
委
托
を
^

く
る
斟
を
業
$
す
る 

こ
よ
ぅ
て
商
人
と
爲
る
從
て
兩
洛
は
同一

營
業
に
非
ず 

と
雖
も
相

;a

に
競
^

的
關
係
に
立
ち
得
ベ
き
こ

s
 
W

か
‘，
 

に
し
て
染
料
寶I

只
の
營
業
を
讓
渡
し
た
る
盏
が
染
料
の

#

ベ
き

Z 
?
疑
^-
容
れ
ず
之
と
同
じ
く
染
斜
喪K
m

:̂ 

...........

.第

十1

一
鱗
” 

'
一
 

ニ
.
^
.



t 第

' 宝
氆::

(

1
，
七

六

，
1

C . 
0
 

M
 

‘商

浓

列

例

批

評

、 

足
來
^

2
只

の

媒

介

ゼ

業

と

す

る

仲

立

業

及

び

-

一

定

の

染
 

料
资
還
潘
の
爲
め
に
代
现
又
は媒
介

を

爲

す
ベ

き
代
‘
 

3

亦
と
は
何
れ
も
闾̂
營
梁
k

非
ず
ど

雖
も
枏
互

に

競 

淨

的

關

係

に

立

ち

得

べ

き

こ

と

明

^

な

り
 

.

判

谈
.,
0
'.
主
旨
：に
ょ
れ«:
競
#
行
爲
#

止
'の
#

綠

.を

同

一
 

府
»

.
且

つ

三

屮

年

杧

制

限

し

た

る

は

唯

_

1

の

營

業

に

j 

付
き
て

の
み
之
を
制
哚
し
たる
も

の

に

し

て

其

他

の

^

«
r
爲
に
付
き
’て
は
營
樂
に
侬
る
と
，
s '
と
を
關
は
^
礙

\  

s

i

限
を
設
け
す
從.
て
無
S

1

を

禁

止

す

る一 

特
約
も
亦
有
效
なり
t
爲
す
も
0-
な.
办
故
に
此
^
か
の
、

主
皆
に
：皞
れ
ば
備
例̂

如
ぎ
場
脅
に
染
料
寶1
商

が

其\  

#
藥
を
讓
渡
し
迸
つ
無
制
限
に.f

切
の
競
邻
行
爲
及
び、| 

妨
*

行
爲
を
爲s
 
e
る
特
約
を
爲
し
た
る
場#
ic
1̂
懷

| 

渡
人
は
同
府
.̂
且
0 

H十
年

間
染
料
實
1
業
を
營
む
を 

得
ず
他
府
縣
に
於
て
又
は
，
2
十
牟
後
^
於
て
之
を
營
む 

を
妨
砂
中
然
る
に
彼
は
染
料
の
問
屋
商
、
仲
，立
商、M 

は
代
■
商
ど
な
る
こ
ど
は
他
府
縣
に
於
て
.
も
|ー
.
|
+'
:

年

浚
'
.

,
 

笫
十 
U
M
r
-

A 

此
於
て
も
之
を
禁
せ
ら-H
た
る
も
の
な
り
是
れ
前
者
の 

場
合w

比
較
し
て
®
る
權
衡
,̂

失

;̂
る
に
非
ず
や
或
は 

'
前
の
場
合
に
は
妨
替:0
伴
1
を

製

せ

.ざ

る

も

後

の

遵

合
 

に
は
之
を
#
は
ざ
る
可£
す
從
て
雨
者
は
此
«
に
於
て 

^
範_

^
異
に
：す
前.
嚴
は_

^

場
所
に
^

-̂
て
制
跟
あ 

る
，4
妨
害
の
存
す
る
を
务
せ
：ざ
る
點
に
於̂-
制
奴
2
し 

後

者

は

，
之

に

反

し

時

と

場

所

に

付

き

て

制

阪

な

§
も
¥/, 

‘
齊

の

存

す

る
；W

を

：要#
^
な

す

と

の

議

論

あ

る

も

®

.
れ

極

端

な

る
■

黎

な

，り

篾

即

同

一

.
營
業
を
禁
？

ぃ
 

場
合
に
在
b
v

も
其
目
的
は
妙
寄
の
存
す
る

，

V
と
を
豫 

想
し
た
る
が
爲
め
代
外
な6.
ず
之
れ
を
度
外
視
し
*
る 

に
ぁ
ら
ず
故
^
同
1
營
業
禁
;1
1:
:§

特
約
は
假
令
同
：|
營 

業

を

衣

す

に

ょ

"

^

讓

受

人

の

營

業

を

妨

寄

す

る

場

合
 

に
相.
6_
て
洛
不
:1

H
'M
爭
ゼ
な.
ら
ざ
る
以
上
は
同̂

^
a 

つ
ニ〖 -
^
印
を
超
ゆ
る
を
得
ぎ
る
な
ゥ
娘
し
て
然
ら
ば4. 

吖
營
槳
を
滹
す
場
合
に
は
妨
宵
な
る
.
嬰
件
#
す
る
M
散. 

同
府»

且
っ
三
十
年
を©
-̂

る
も
可
な
ト€
の
沒
1T
次

.
成

立

た

ざ

る

べ

し

.

■

且
づ
當
事
蕃
間
に
於
て
讓
渡
人
^
同
 
一#
員
0 .
外
同 

1

目
的
物
に
關
す
る
問
屋]̂
代_

商
又
は
仲
立
商̂

6'- 

ず
^
の
特
約
を
爲
し̂

る

ど

き

は

如

何

此

場

へ

«
^
は

同 

!

營
業
^
ら
ず
斧
の
理
由
に
ょ
り
此
特
約
を
贿
制
眼«t 

有
效
な
&
と
解
すv 

&
か
將
た
何
等.
か
の
a
A
の
下
に 

.
之

を

同

府

縣

且

つ

三

十

年

^

短

級

す

ベ

き

が

同

一

營

業
 

に
對
す
る
權
衡
上
此
場
令

7P

亦
同
一
の
制
阪
を
設
く
る 

の
至
當
な
る
こ
と
言
を
俟
た
ざ
る
べ
し 

或
は
日
は
ん
營
業
の
妨
害
行
爲
は
即
.ち
同
一
營
業
の 

場
合
に
於
け
る
不
疋
競
淨
に
相
當
す
る
も
め
な
ぅ
故
に 

時
ビ
場
所
と
に
制
限
な
く
禁
せ
ざ
る
可
ら
ず
ビ
然
、
ど 

も
兩
遨
は
同j

に
あ
ら
ず
不
逆
競
带
と
な
る
に
は
讓
渡 

人
が
譲
渡
し
た
る
營
業
關
係

(

商
號
得
意
等
}
を
利
用
す 

る

の

意

思

を

^
.
せ

ざ

る

可

ら

ず

故

に

讁

渡

人

が

從

來

电
 

用
せ
る
S
全
然
異
6
た
る
商
«-
を
用
ゐ
瓦
讓
波
し
れ.
る. 

營
業
の
得
意
を®
誘
すV

き
何
等
の'手
段.
を
’ネ
闬
ふ
る

.k
'l
r
s
 

(

1
:±
ハ
三)

雜..
錄

商

法

，列
例
批
斷

こ
と
な
く
し
て
讓
渡
し
た
る
營
業
ビ
同

「

營
業
又
«
間 

一
目
的
物
0.
'
間
爵
#
立

：代

導

商

等

，
お

開

始

し

た

夺

に

其
 

誠
實
な
る
經
營
栌
世
人
の
：信
用
を
博
し
以
て
讓
受
人
の

. 

得
意
を
侵.
害
す
る
も
之.
を

以

て

，
，不

疋

の

，
競

爭

と

云

ふ

を
 

|

得
ざ
る
ベ
し
不K
の
競
領
た
る
に
ば#

S
不
iE
t

る 

要

件

を
,#
要
と
す
營
業
讓
渡
人
が
讓
渡
し
た
る
ヒ
同

j. 

又
は
類
似
の
營
業.
を
取
開
す
るzw

を
以
て
夫
れ
自
ま 

に

於

て

常

然

不

：止

の

競

爭

な

b
e
云
ふ
を
得
ざ
る
な-CS 

I

之
：
に
.
反
し
妨
害
行
爲
は.
必
ず
し
も
自
己
の
行
：爲
に
ょ
ヶ 

讓
受
人
の
營
業
を
害
す
る
意.思
：あ
る
を
要
，せ̂

又
'之
を 

\

認
識
す
る
こ
ビ
す
ら&
要
せ
す
無
意_

的
に
妨
害
行
爲.

|

を
縣
す
こ
ビ
あ
る
べ
し
故
に
不
正
藤̂
と
妨
窖
行
爲V

)  

j

は
明
確
に
：之
を
區
脚
ず4

の
必
恶
あ
ぅ
此
爾
漭
を
隱

：},  

理
論.
の
下
に
雜
す
る
を# .
ざ
る
な
h

•

商
法

第

一

一

十

1I

條

第

ー

运

が

同

一

營

業

を

爲

さ

^

る 

'
特
約
の.
效
カ
を
同
府
縣
且
三
十
年
：
4
制
限
し
た
る
は
馮 

根
本
精
神
は
營
業
の
自ri
l
を
極
度
に
刺®
す
る
に
ょ
^

, 

' 

第
十
二
縱 

一
二
九



.

I

ニ

验

P

七
六
姊)

‘雜

錄商法料例批評 

て
坐
活
の
敗
を
失
は
ざ
ら
し
め
ん
ビ
す
る
に
在
る
は
明 

か
な
b
故
に
此
制
限
は
總
て
の
營
業
の
制
限

(

傲
權
關 

係
に
®

る)

に

付

き

て

適

用

せ

ら

る

ベ

^;
こ

と

至

當

に
 

し
て
之
を
以
て
.軍
に
讓
渡
人
が
同
一
營
業
を
爲
さ
い
る 

特
約
の
場
合
に
の
み
制
限
せ
ん
ビ
す
る
は
法
の
精
神
に 

反
す
る
も
の
$

袞
は
ざ
る
可
ら
ず
ヌ
此
制
限
は
軍
に
營
，
 

業
離
渡
の•
際
に
於
け
る
特
約
に
の
み
適
用
す
ベ

§

R .
あ 

ら
ず
し
て
一
双
に̂

*
0:

制
限
を
約
し
た.
る
^
#

に_
 

用
せ.
&
るV

し
故
に
®

入
に
對
し
で
營
業
のM

«
行
爲 

を
爲
さ
S

る

.#
釣

を

爲

し

た

る

場

合

に

於

て

惙

務

者

の
 

營
業
に
ょ
る
妨
害
籽
爲
に
付
き
て
は
不
疋
競^ :
と
；な
ら 

ざ
る
眼
り
债
權
潜
の
醬
業
と
苘
一
なb

や
否
.や
を
間
は 

t

同
府
縣
且
三
十
年
を
超
へ
ざ̂
範
I I
內
R
限
ら
る
る 

毛.
の.
と
'̂.

三
マ
麴
他
め
妨
害
行
爲
を
爲
ず
墩
合
七
は
妻
の
營
寒
に 

同
意
を
與
へ
他
の
營
業
潘
の
使
用
人
ビ
な
り
又
は
之
に 

:

資
金_

貸
藤-3

會限寶しして其業
務へ

節

十

二

诚
一
三
〇

'

を
執
行
し
又
は
之
を
代
表
す
る
が
如
き
行
爲
を
爲
し
以 

:
て
^

^

业
§

#

0

1_

域
を
傷
寄
す
る«

合
に
：

.
しV

是
i

CD
妨

義

爲：

を
驂
夺
ヶ
る.
祿
紗
の
效
力
に
付' 

き
て
は
法
#

に
特
別
の
規
定
な
し
同«_

£
1
4三
十
年
な 

一
る.
制
^

は
義
務
# :
の
#
*

を_

^

す
'

る

S

の
.制
限
な 

る
，が
故
之
を
以
で
直
ぢ
は
義
務
教
の
營
象
靜0
行
爲 

.

を
禁
止
す
る
場
合
：に
適
甩
す
る
.を
得
ず
然
ら
ば
拙
場
合 

の
特
約
紀
は
何
等
の
雠
限
な&

か
ビ
云
ふ
に
然6

$
 

特
約
は
民
あ
第
九
十
倐
即
ち‘公
o '
秧
序
又
は
善
良
のa 

俗
に
反
せ
ざ
る
こ
霉
を
擞
す
而
し
て
其
犄
約
が
如
何
な 

る
^
度.

逄
ず
れ
ば
兹
0
«
^
又
は
善
良
の
風
俗
に
於 

|
す
る

■や
» '
個
々
の
® ：
合
© '
» :
實
間
®

に
厕
す
5-
も
ゆ
6 C 

\

しV

或
ば
妻
の
&

に
許
可
を
與
ふ
：る
場
合
の
如
く
鍛 

三
者
の
營
業
の
自
山
を
不
當
に
制
限
す
る
に
上
&
氣_
 

義
務
瀵
を
し
てB
入
の
使
用
人
忆
る‘こ
，
と

を

妨

げ

以

セ 

其
生
活
の
途
を
杜
絕
す
る
に
ょ&

て
R
法
龄
九
十
條
に
、
 

反
す
る
Z 
€
あ.
る
ベ
し
^
等
の
場
合
に
於
て
時
及
び#

所
に
關
す
る
制
限
に
付
ぎ
て
ば
同
麻
縣
且
三
十
年
な
る 

を
婴
せ
卞
ビ
雖
も
營
業
に
關
す
る
右
の
制
限
は
他
の
場 

合
に
於
け.
る
^
實
^]
題
の
解
決
1
2付
き
て
‘む
亦
大
に
參 

考
S
な
す
の
價
値
あ.
る
も
の
.と
す 

.

以
上
論
じ
た^
所
：̂
ょ
办.
て
營
業
妨
窖
禁i l
l
の
特
約 

0
制
限
は
大
審
院
の
：主
張
す
る
が
如
ぐ
同

1

營
竟
を
爲
，

, 

さ
y

る
#.
約
の
場
合
に
の
み
限&
す
他
の
營
業
又
は
營I、 

業
に
敎
£
ざ
る
行
爲
に
ょ
：る
妨
窖
を
禁
す
る
特
約
も
亦

j  

無
制
限
^
許
3

る
べ
き
：も
の
に
非
ざ
る?:
!

知.
る.
べ
し
是|

れ
吾
人.
が
本
剑
決.U

賛
同
す
る
能
は
ざ
る
所
以
の
ニ
な

•
，

. 

.

.

.

. 

• .
 

i 

. 

.j

.1
1

 
.
再
運
送
契
約.
:̂

於
け
る
荷
受<

の
-

ン 

運
送
貨
支
拂_

務
，
 

|

.

同

：

1

の
物
：品
運
狻
の
•
&
的
を
以
そ
第
二
に
船
舶
所
r 

有
渚
と
傭
船
溝
の
間
に
運
送
契
約
成
立
し
第

.一

一
 

.

に
興
傭
船
港
ど
筋
三
潘
ん
の
間
に
觅
に
運
送
契
約 

•

成
立
し
た
る
場
合
に
於
て
は
船
舶
所
有
潘
は
契
敉 

_ 
?
u

#
/,
a 
含
: $
,

,

0 

<錄

询

法

、S

批
評

,

の

糞

漭

？

傭

響

に
■

第
二
，■

.
運
■

鎌

：

V
ち

傭

船

契

綠

に

.
甚

お

傭

歡

料

の

！
i

漱
權
を
有
す
を 

—

乙
と
言
を
傲
た
ざ
る
所
に
し
て
第

一
運
送
契
約
は 

べ
傭
船
赉
於
第
三
者
^
爲
す
称
運
送
契
約
と
杂
微
別 

個

の

も

の

も
商
法
六
辟.
十
|〕

條
K
於
て
 ̂

運

送

契

紙

の

裏

栌-

長
：の_

務
に
«

す
る
範_
 

ハ
內
技
於
て
は
船
舶
所
有
赛
の
み
萁
契
約
鲛
爲
し
作
.

る
第n  i#

に
對
U.
T .
腐
行.
の
寶
亿
任
ず
べ
き1

0 

■
ヒ
篇
せ(

る.
|:
'

以
^

此
範
圆
內
に
限>

船̂
舶
|

潜 

S
第
1
1.
1
^
の
'間.U

,

直
後
玖
：法
#

關
係
を
生
b

船)

：
 

_

有

潜

は

：
屣

行

の
§

負
ふ
結
粜
ず
し
^
其

反,

,

錡
給
#

痄
る
苒
連
送
契
約0 -
連

送

^

^

>

^

^

す 

る
の.
權.
利.
を
有
す.
る.？ p

の
ミ
云
は
ざ
る
を.
得
^
而 

し
て
荷
受
人
は
運
送
品
を
受
取矣

る
ビ
き
ぼ
船 

:

舶
所
有
者.
と
め
間
に.
：法
#
關

條

を

生

..じ

船

舶

所

有

ぐ

管

：對̂

^

賃

裏

狒

：

_

_

を

注

業

こ.

"つ

急

法_

s

條

證

變

汰

編

蕾

翁

：

:_ 

’
.

J
H
J 

’、



學

ニ

卷C 
.一
 
七
六5

雜

錄

\ .

商
法 

い
船
舶
所
有
漭
は
.®
述
送
契
亂
の
運
送
賃
に
忖
き
て 

の
|
な
ら
ず
第 

一
®
送
契
約
の
運
送
賃
即
ち
傭
船 

料
に
付
き
て
も
商
法
第
六
西
六
條
に
定
め
た
る
權‘
 

利
を
有
し
其
金
額
の
支
挪
と
引
換
にf

れ.
ば
運.
, 

送
品
の
弓.
渡_
を
拒
む+̂

と
を
得
る
を
ノ
以
て
荷
受
人

|

.

は
苒
運
送
'契
約
の
運
送
賃
を
支
挪
ふ
も
右
の
傭
船 

料
に
達
せ
ざ
る
限6.1
其
支
挪
を
爲
す
迄
は
船
舶所\  

有
潘
は
運
送
品
の
引
渡
を
拒
否
す
る
乙

S

を
得
る

I

す

1

$

音

大

審

院

第

一

民

意 

i

 

\ 

本
剑
決
に
於
て
船
舶
所
有
瘩
が
苒
運
送
契
約
の
運
送
賃

|  

を
請
求
す
る
の
權
利
は
船
長
の
職
務
範
圍
に
於
て
は
船 

舶
所
有
者
自
ら
直
接
第
三
者
に
對
し
て
運@«

め
/1
#

一
 

の
責
忙
任
す
る
を
以
て
其
反
對
給
付
と
し
て
之
を
有
す 

る
：も

の

と

な

す

は

®
人
の
賛
同
す
る
を
得
ざ
各
所®-
 ̂
(
 

商
法
第
六
西
十
ニ
條
ば
ー
船
舶
の

'全
部
又
'ー
部
を
跃
て<1 

船
契
約
を
爲
し
た
る
場
合
に
於
て
傭
.船
者
が
萸
亿
第
三

第
十
二
城
，
 

一ItH 

漭
ビ
運
送
契
、約$

し
た
る
.と
き'は
^

0

»
の 

辦

提

；
の

職

務

；に

風

す

‘.る
€
11
內..に.
於
.̂

は
船
'舶
所
有
者
：
 

の
み
其
第
三
者
崧
對1>
^:
艟
行
0
寶

：に

任

ず

ベ

名

 
一
^
. 

を
定
fe
た
る
に
止
ま
办
此
规
定
の
み
み
に
ょ
令
て
は̂
 ̂

の
闕
係
に.
於V

.

公
船
舶
所
有
者
と
第
三
漭S
の

間

^

直 

接
の
法
律
關
係
を
生
せ.
し
^
る
も
の
と
解̂

?
を
得
ず
，
 

抑
も
商
法
第
六
百
十
二
條
を
設
け
た
る
立
法
の
精
神
は

. 

船
長
の
職
務
に
属
す..る
範
圍
內
に
於
て3

0

0

S

,

 

に
干
渉
す
る
を
得
ずIP
.ら
此
範
圍
内^
在
，令
て
ば
傭
船 

者
は
自
己
の
意
思̂

依
b

て
契
約
履
行
に
，
.
努
む
る
?:
得 

ざ
る
狀
態
R,
在
b
雙

傭

船

者

を

し

て

^

れ

に

對

し

て 

責

に

任

^

し

む

る

w

 
&
は
反
て
不
當
の
結.
果
を
生
す
4: 

が

故

直

接

に

船

舶

撕

有

潘

を

し

て

，其

責

に

住

«

し

め

お 

る
な
6

斯
の
如
き
特
雜
の
事
情
の
爲
め
に
設
け
：

6

れ
fe 

る
商
法
第
六
百
十I  j

倐

は

，
他
：
の

場

合

に

類

推

解

轉

を

爲

： 

す
べ
&
も
办
に
ぁ
ら
ず
船
翁
の
職
激
範11:
^
風
ぜ.
ざ
4 

場
合
は
勿
論
：其
職
務̂
&
^

鳳
ず
る
場
合̂

-1
:

も
翁
轉

の
®
行
に
®
せ
ざ
る
以
上
は
船
舶
所
有
渚
と
第
三
潜
と 

の
間
に
庇
接.
の
法
#
關
係
を
生
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
而 

し
て
双
^
®
の
請
求
權
は
運
送
契
約
上
の
權
利
に
し
て 

契
約
の
®
行
に
あ
ら
ざ
る
が
故
船
舶
所
有
*
は
直
接
第 

:£
莕
に
對
し
て
此
權
利
を
取
得
す
る
を
得
.ざ

るZ
ど
勿 

論
に
し
て
本
判
決
は
此
點
に
於
て
失
當
なbe

云
は
ざ 

る
可
ら
す

然
ら
ば
船
舶
所
有*

は
運
送
品
：ど
引
換
に
自
己
の
偾 

權
に
M

す
る
運
送
®

即
ち
傭
船
料
の
外
傭
船
漭
の
債
權 

に
風
す
る
第
二
運
送
契
約
の
運
送
質
を
併
せ
て
請
、求
す 

る
.を
得
ざ
る
や
と
云
ふ
に
吾
人
は
商
法
第
六
百
六
倐
の 

適
用.
に
ょ
6
此
兩
者
を.
併
せ
：て
請
求
する
を
得
る
.場
合 

ど
然
ら
ざ
る
場
合
と
あ6
■と
信
ず
る
も
の
なb
然
れ
で
.
 

も
同
修
を
適
用
す
る
前
に
先
づ
本
件
の
場
合
に
於
け
る 

荷
受
A

の
地
位
を
明
か
に
せ
ざ
る
可
ら
す

本
件
の
場
合
に
於
け
る
荷
受
人
は
第
一
運
送
契
約
の 

‘荷
受
人
’た
る
«--

同
時
に
第
ニ
運
送
契
約
の.荷
受
人
た.
る, 

/ 

第
十
二
海
，(I  
七
六
七〕

•錄

l̂
^
g
^
i :
^

の-
地

位

を

有

す

郞

ち

'同

 
一®
送
品
に
付
き1

一
個
、
の
興
な 

た
る
運
送
契
約
の
荷
受
人
な
る
が
故
運
送
質
其
他
の
赀 

用
を
支
拂
ふ
に
付
き
て
も
獠
則
ど
し
で
双
方
の
遝
送
契 

約
に
相
當
す
る
金
顧
を
支
拂
ば
ざ
る
可
&
す
從
て
船
舶 

{

所
有
*

は

原

則

も

.て
ニ
個
の
運
送
契
約
に
於
け
る
運 

一
送
賃
其
他
の
费
用
を
：荷
受
人
に
請
求
す
石
を
得
る

..
も
，の
：
 

|

な
b
然
れ
ど
も
自
己
の
權
利
と
し
て
請
求
し
得
ゐ
も
の 

|

は
俯
船
契
約
に
於
サ
る
連
送
賢
に
し
て
第
ニ
述
送
契
約 

の
述
送
質
は
唯
傭
船
漭
の
爲
め
に
典
代
®
人
と
し
て
請 

一
求
し
得
る
の
み
な6
故
に
傭
船
潘
に
於
て
荷
受
人
に
對 

す
る
運
送
賃
請
求
權
を
拋
棄
し
た
る
ビ
き
は
船
舶
所
有 

渚
の
代
理
權
も
亦
當
然
消
減
す
る
が
故
之
れ
を
荷
受
A 

一
に
請
农
す
る
を
得
ず
彼
れ
は
自
已
み
傭
船
料
の
諝
求
權 

.

を
有
す
る.
の
み
な
ぅ
此
點
に
於
て
®
人
の
說
は
第
ニ
述 

送
契
約
の
運
送
賃
請
求
權
を
船
舶
所
有
教
の
固
有
の
猶 

利

，な

る

が

如

く

解

す

る

剑

.決

と

其

結

果

を

興

に

す 

>

右
の
®
f

前
提
ミ
し
て
次
に
船
舶
所
有
歡
の
荷
受

李
二
数 

'
 

1  
§



•

邻
十1i '
~ 

(

1
4.
六
八)

雜

:■
'
考
：
商
法
师
傚
贩
疑

’

人
に
‘對
す
る
述
賃
請
來
權
に
付
き
て
考
察
せ
ん
，商
法
第
' 

六
再
六
條
に'依
れ
‘ば
荷
受
人
ゆ̂

送

員

ず

拂

§
_

務

は 

運
送
契
約
又
梂
船
荷
證
券
の
趣
旨
に
從
ひ
て
之
を
负
ふ 

も
の
な
b
故
に
此
ー1
渚
を
區
別
せ
ざ
る
可
ら
ず
。

■1;、

船
荷
證
券
を
發
行
し
た
る
場
合
に
は
船
荷
瞪
黎
の 

所
持
人
ビ
船
舶
所
有
漭X
の
關
係
は
船
荷
證
券
の
定
む

I

へ
 

る
所
に
侬
る(

商
法
第
六
西
ニ
十
九
條
及
び
第
三1

ニ 

\ 

十
四
倐)

故
に
船
荷
證
券
に
双
方
の
運
送
契
約
に
ょ
る

j  

運
送•
戴
を
記
載
し
あ
る
と
き
は
船
舶
所
有
漭
は
之
を
請

I  

求
し
得
る
こ
と
勿
論
な
る
も
若
し
何
れ
か
一
方
の
運
送
' I  

赁
の
み
の
記
截
あ
る
に
止
^
る
と
き
は
記
載
せ
ざ
る
運
一 

送
赁
は
之
を
請
求
す
る
を
得
さ
る
べ
し
 

-
\ 

ニ
、
‘船
荷
證
券
を
骰
行
せ
ざ
る
場
合
に
は
運
送
賃
は
運

\ 

送

契

，約

の

趣

旨

に

從

ひ

て

之

?:
定
む
べ
§
が
故
本
件
の
一 

場
合
に
第
ー
述
送
契
約
及
策
ニ
遝
送
契
約
に
於
て
何
れ

I  

も
運
送
賃
は
荷
受
人
柳
な
る
旨
を
足
め
た
る
と
き
は
双

.

. 

方
の
契
約
に
於
け
る
荷
受
人
の
地
位
を
謙
有
せ
る
本
件 

の

荷

受

人

は

双

方

の

運

送

'®
支

挪

の

義

務

を

資

ふ

も

の 

€
云

は

ざ

る

可

ら

す

之

忙

反

し

左

の

’如

き

場

合

に

は

荷

;  

;

‘
第
*
lav. 

-H
1

3
.

受

人

ば

斯
.
の
紐
き
義
務
匕
負
は
，ず

，，

.
、，
-
、
バ 

.
甲
、
傭
船
者
に
於
て
®
已
の
運
送
貨
取
立
の
委
任
を 

辦
舶
@
有
«

に
對
し
て
爲
さ>
り
し
と
き
、
此
場
合 

位
傭
船
渚
が
運
遂
赁t

何
送
人
ょ
，̂
受
取
る
ベ
&
か 

荷
受
人
R
對
し
て
之
を
延
⑽
す
る
か
或
は
之
を
拋
棄 

す
る
か
に
ょ6

て
生
ず
べ
く
荷
受
人
は
輝
に
船
舶
所 

嘀
者
に
對
す
る
運
送
賃
を
支
柳
ふ
を
以̂
^
る
も
の. 

V

す
。
 

, 

.

.

.

,_

乙
、
船
舶
所
有
恶
に
於
て
傭
船
潘
に
對
し
運
送
赁
の
.. 

支
拂
を
延
期
す
る
か
或.
は
之
を
抛
棄
す
る
の
#
約
を 

潙
し
杧
る
と5

は
荷
受
人
は
船
舶
所
有
漭
に
»
す
る 

.

運
楚
貨
を
支
挪
ふ
を
要
せ
ず
單
に
傭
船
栽
に
對
す
る 

運

送

賃

を

支

狈

ふ
?:
以

て

足

る

も

の

と

す 

以
上
論
じ
た
る
が
如
く
荷
受
人
は
船
舭
所
有
*
に
對
し 

ニ
個
の
運
送
契
，約
於
资
け
る
運
送»

を
支
拂
ふ
5:
.要
せ 

ず
其
一
方.
の
み
を
支
拂
ふ
を®
す
る
.場
合
あ
み
必
ず
し 

も
剑
決
所
歌.
の
如
{

船
舶
所
有
者
は
自
己0 .
權
利
と
し
， 

て
常
に
双
方
‘の
運
，送«.

を

荷

受

人

に

請

求

す

る

，を

得

る

. 

.

..
?>.
の
ヒ
云
ふ
べ
か
ら•
中

：：
 

メ

’
經

濟

時

事

評

論

‘ 

ノ

自
出
の
勝
利
か 

.

.
世
界
を
渦
亂
の
中
に
投
じ
、
歐
洲
全
土
を
血
の
籍
. ^\ 

化
し
允
歐
洲
大
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